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同
市
迫
町
新
田
字
南
深
沢
三
番
三
地
先
ま
で

前

一
〇
・
〇
〜

 

二
一
・
二

一
〇
〇
・
六

後

一
二
・
〇
〜

 

二
五
・
〇

一
〇
〇
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
を
次
の
と

お
り
免
許
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日

二　

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
東
北
工
事
事
務
所
長　

井
上　

晋
一

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

 　

次
に
掲
げ
る
⑴
点
か
ら
46
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
46
点
か
ら
⑴
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

　
　
　

 　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　

⑴
点　

基
点
か
ら　

一
五
七
度
〇
三
分
三
一
秒　

一
〇
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑵
点　

⑴
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
四
一
秒　
　
　

四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑶
点　

⑵
点
か
ら　

一
〇
七
度
二
六
分
三
八
秒　
　
　

〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑷
点　

⑶
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
四
分
三
七
秒　
　
　

六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑸
点　

⑷
点
か
ら　

一
二
一
度
三
七
分
四
六
秒　
　
　

八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑹
点　

⑸
点
か
ら　

一
二
〇
度
五
七
分
五
〇
秒　
　
　

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑺
点　

⑹
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
二
分
〇
八
秒　
　
　

七
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑻
点　

⑺
点
か
ら　

一
二
一
度
三
八
分
〇
五
秒　
　
　

七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑼
点　

⑻
点
か
ら　

一
二
〇
度
一
八
分
四
二
秒　
　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑽
点　

⑼
点
か
ら　

一
一
四
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　
　

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑾
点　

⑽
点
か
ら　

一
四
九
度
一
八
分
〇
一
秒　
　
　

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑿
点　

⑾
点
か
ら　

一
四
三
度
五
一
分
一
四
秒　
　
　

七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒀
点　

⑿
点
か
ら　

一
四
一
度
一
六
分
〇
九
秒　
　
　

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒁
点　

⒀
点
か
ら　

一
三
八
度
二
二
分
〇
六
秒　
　
　

八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒂
点　

⒁
点
か
ら　

一
三
六
度
三
八
分
二
五
秒　
　
　

八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒃
点　

⒂
点
か
ら　

一
四
四
度
二
〇
分
一
二
秒　
　
　

四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒄
点　

⒃
点
か
ら　

一
三
二
度
二
六
分
四
八
秒　
　
　

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒅
点　

⒄
点
か
ら　
　

一
五
度
三
七
分
四
七
秒　
　
　

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⒆
点　

⒅
点
か
ら　
　

四
三
度
〇
一
分
三
八
秒　
　
　

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒇
点　

⒆
点
か
ら　

一
二
四
度
四
二
分
五
〇
秒　
　
　

〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

21
点　

⒇
点
か
ら　

一
四
四
度
二
二
分
三
〇
秒　
　
　

二
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

22
点　

21
点
か
ら　

一
七
四
度
四
五
分
五
一
秒　
　
　

一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

23
点　

22
点
か
ら　

一
八
三
度
二
二
分
四
八
秒　
　
　

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

24
点　

23
点
か
ら　

一
八
七
度
〇
五
分
一
〇
秒　
　
　

〇
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

25
点　

24
点
か
ら　

一
九
六
度
五
一
分
五
〇
秒　
　
　

二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

26
点　

25
点
か
ら　

二
四
〇
度
〇
〇
分
五
六
秒　
　
　

二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

27
点　

26
点
か
ら　

三
三
六
度
〇
七
分
一
一
秒　
　
　

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

28
点　

27
点
か
ら　

三
二
〇
度
五
七
分
五
二
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

29
点　

28
点
か
ら　

三
二
二
度
二
三
分
二
一
秒　
　
　

一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

30
点　

29
点
か
ら　

三
一
二
度
〇
九
分
五
七
秒　
　
　

〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

31
点　

30
点
か
ら　

三
一
二
度
一
二
分
二
七
秒　
　

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

32
点　

31
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
三
分
二
九
秒　
　

二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

33
点　

32
点
か
ら　
　

三
八
度
二
七
分
四
八
秒　
　
　

〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

34
点　

33
点
か
ら　

三
一
一
度
五
〇
分
二
八
秒　
　
　

五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

35
点　

34
点
か
ら　

二
五
二
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　
　

〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

36
点　

35
点
か
ら　

三
〇
四
度
二
九
分
三
四
秒　
　
　

八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

37
点　

36
点
か
ら　

三
〇
四
度
五
〇
分
二
五
秒　
　
　

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

38
点　

37
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
〇
分
〇
七
秒　
　
　

二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

39
点　

38
点
か
ら　

三
〇
二
度
三
九
分
二
五
秒　
　
　

四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

40
点　

39
点
か
ら　

二
九
四
度
三
八
分
三
九
秒　
　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

41
点　

40
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒　
　
　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

42
点　

41
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
二
五
秒　
　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

43
点　

42
点
か
ら　

二
九
八
度
〇
八
分
〇
六
秒　
　
　

六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

44
点　

43
点
か
ら　

三
〇
九
度
三
四
分
五
七
秒　
　
　

一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

45
点　

44
点
か
ら　

二
八
五
度
三
四
分
二
〇
秒　
　
　

六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

46
点　

45
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
二
一
秒　
　
　

二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

泫　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　

㈢　

面
積　

　
　
　
　

一
〇
三
九
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

 　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
（イレ）
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
（イレ）
点
か
ら
イ
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

　
　
　

 　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　

イ
点　

基
点
か
ら　

一
七
三
度
三
六
分
〇
四
秒　

六
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ロ
点　

イ
点
か
ら　
　

九
五
度
二
七
分
一
一
秒　
　

五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ハ
点　

ロ
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
三
分
三
二
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ニ
点　

ハ
点
か
ら　

一
五
四
度
四
三
分
三
四
秒　
　

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ホ
点　

ニ
点
か
ら　

一
四
五
度
四
六
分
二
二
秒　
　

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヘ
点　

ホ
点
か
ら　

一
三
四
度
二
六
分
〇
二
秒　
　

九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ト
点　

ヘ
点
か
ら　

一
三
四
度
〇
一
分
二
九
秒　
　

七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

チ
点　

ト
点
か
ら　

一
三
五
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

リ
点　

チ
点
か
ら　

一
二
八
度
二
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヌ
点　

リ
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒　
　

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ル
点　

ヌ
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
三
八
秒　
　

四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヲ
点　

ル
点
か
ら　

一
〇
七
度
二
六
分
三
八
秒　
　

〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ワ
点　

ヲ
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
四
分
三
七
秒　
　

六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

カ
点　

ワ
点
か
ら　

一
二
一
度
三
七
分
四
六
秒　
　

八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヨ
点　

カ
点
か
ら　

一
二
〇
度
五
七
分
五
〇
秒　
　

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

タ
点　

ヨ
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
二
分
〇
八
秒　
　

七
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

レ
点　

タ
点
か
ら　

一
二
一
度
三
八
分
〇
五
秒　
　

七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ソ
点　

レ
点
か
ら　

一
二
〇
度
一
八
分
四
二
秒　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ツ
点　

ソ
点
か
ら　

一
一
四
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ネ
点　

ツ
点
か
ら　

一
四
九
度
一
八
分
〇
一
秒　
　

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ナ
点　

ネ
点
か
ら　

一
四
三
度
五
一
分
一
四
秒　
　

七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ラ
点　

ナ
点
か
ら　

一
四
一
度
一
六
分
〇
九
秒　
　

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ム
点　

ラ
点
か
ら　

一
三
八
度
二
二
分
〇
六
秒　
　

八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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ウ
点　

ム
点
か
ら　

一
三
六
度
三
八
分
二
五
秒　
　

八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヰ
点　

ウ
点
か
ら　

一
四
四
度
二
〇
分
一
二
秒　
　

四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ノ
点　

ヰ
点
か
ら　

一
三
二
度
二
六
分
四
六
秒　
　

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

オ
点　

ノ
点
か
ら　
　

一
五
度
三
七
分
四
七
秒　
　

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ク
点　

オ
点
か
ら　
　

四
三
度
〇
一
分
三
八
秒　
　

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヤ
点　

ク
点
か
ら　

一
二
四
度
四
二
分
五
〇
秒　
　

〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

マ
点　

ヤ
点
か
ら　

一
四
四
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

二
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ケ
点　

マ
点
か
ら　

一
七
四
度
四
五
分
五
一
秒　
　

一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

フ
点　

ケ
点
か
ら　

一
八
三
度
二
二
分
四
八
秒　
　

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

コ
点　

フ
点
か
ら　

一
八
七
度
〇
五
分
一
〇
秒　
　

〇
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

エ
点　

コ
点
か
ら　

一
九
六
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

テ
点　

エ
点
か
ら　

二
四
〇
度
〇
〇
分
五
六
秒　
　

二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ア
点　

テ
点
か
ら　

三
三
六
度
〇
七
分
一
一
秒　
　

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

サ
点　

ア
点
か
ら　

三
二
〇
度
五
七
分
五
二
秒　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

キ
点　

サ
点
か
ら　

三
二
二
度
二
三
分
二
一
秒　
　

一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ユ
点　

キ
点
か
ら　

三
一
二
度
〇
九
分
五
七
秒　
　

〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

メ
点　

ユ
点
か
ら　

三
一
二
度
一
二
分
二
七
秒　

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ミ
点　

メ
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
三
分
二
九
秒　

二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

シ
点　

ミ
点
か
ら　
　

三
八
度
二
七
分
四
八
秒　
　

〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヱ
点　

シ
点
か
ら　

三
一
一
度
五
〇
分
二
八
秒　
　

五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヒ
点　

ヱ
点
か
ら　

二
五
二
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　

〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

モ
点　

ヒ
点
か
ら　

三
〇
四
度
二
九
分
三
四
秒　
　

八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

セ
点　

モ
点
か
ら　

三
〇
四
度
五
〇
分
二
五
秒　
　

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ス
点　

セ
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
〇
分
〇
七
秒　
　

二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ン
点　

ス
点
か
ら　

三
〇
二
度
三
九
分
二
五
秒　
　

四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イイ）
点　

ン
点
か
ら　

二
九
四
度
三
八
分
三
九
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イロ）
点　

（イイ）
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒　
　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イハ）
点　

（イロ）
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
二
五
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イニ）
点　

（イハ）
点
か
ら　

二
九
八
度
〇
八
分
〇
六
秒　
　

六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イホ）
点　

（イニ）
点
か
ら　

三
〇
九
度
三
四
分
五
七
秒　
　

一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヘ）
点　

（イホ）
点
か
ら　

二
八
五
度
三
四
分
二
〇
秒　
　

六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イト）
点　

（イヘ）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
二
一
秒　
　

二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イチ）
点　

（イト）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イリ）
点　

（イチ）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
二
八
秒　
　

四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヌ）
点　

（イリ）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
三
六
秒　
　

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イル）
点　

（イヌ）
点
か
ら　

二
九
五
度
四
一
分
一
〇
秒　
　

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヲ）
点　

（イル）
点
か
ら　

二
九
六
度
〇
九
分
三
八
秒　
　

五
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イワ）
点　

（イヲ）
点
か
ら　

二
九
三
度
二
四
分
四
一
秒　
　

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イカ）
点　

（イワ）
点
か
ら　

二
九
九
度
〇
七
分
〇
九
秒　
　

五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヨ）
点　

（イカ）
点
か
ら　

二
八
七
度
〇
七
分
一
二
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イタ）
点　

（イヨ）
点
か
ら　

二
九
五
度
五
七
分
五
一
秒　
　

一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イレ）
点　

（イタ）
点
か
ら　

二
九
五
度
五
八
分
一
四
秒　
　

五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

泫　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　

㈢　

面
積　

　
　
　
　

一
九
二
四
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

鉄
道
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
を
次
の
と

お
り
免
許
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日

二　

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
代
表
理
事
理
事
長　

阿
部　

力
太
郎

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

 　

次
に
掲
げ
る
⑴
点
か
ら
⒆
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
⒆
点
か
ら
⑴
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

宮　　城　　県　　公　　報
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域

　
　
　

 　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　

⑴
点　

基
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
八
分
三
三
秒　

六
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑵
点　

⑴
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
三
分
三
二
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑶
点　

⑵
点
か
ら　

一
五
四
度
四
三
分
三
四
秒　
　

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑷
点　

⑶
点
か
ら　

一
四
五
度
四
六
分
二
二
秒　
　

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑸
点　

⑷
点
か
ら　

一
三
四
度
二
六
分
〇
二
秒　
　

九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑹
点　

⑸
点
か
ら　

一
三
四
度
〇
一
分
二
九
秒　
　

七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑺
点　

⑹
点
か
ら　

一
三
五
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑻
点　

⑺
点
か
ら　

一
二
八
度
二
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑼
点　

⑻
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒　
　

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑽
点　

⑼
点
か
ら　

二
〇
三
度
〇
〇
分
〇
一
秒　

一
五
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑾
点　

⑽
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑿
点　

⑾
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
二
八
秒　
　

四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒀
点　

⑿
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
三
六
秒　
　

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒁
点　

⒀
点
か
ら　

二
九
五
度
四
一
分
一
〇
秒　
　

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒂
点　

⒁
点
か
ら　

二
九
六
度
〇
九
分
三
八
秒　
　

五
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒃
点　

⒂
点
か
ら　

二
九
三
度
二
四
分
四
一
秒　
　

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒄
点　

⒃
点
か
ら　

二
九
五
度
三
七
分
一
四
秒　
　

八
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒅
点　

⒄
点
か
ら　

二
八
七
度
〇
七
分
一
二
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⒆
点　

⒅
点
か
ら　

二
九
五
度
五
七
分
五
一
秒　
　

一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

泫　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　

㈢　

面
積　

　
　
　
　

七
三
六
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

 　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
（イレ）
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
（イレ）
点
か
ら
イ
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

　
　
　

 　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　

イ
点　

基
点
か
ら　

一
七
三
度
三
六
分
〇
四
秒　

六
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ロ
点　

イ
点
か
ら　
　

九
五
度
二
七
分
一
一
秒　
　

五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ハ
点　

ロ
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
三
分
三
二
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ニ
点　

ハ
点
か
ら　

一
五
四
度
四
三
分
三
四
秒　
　

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ホ
点　

ニ
点
か
ら　

一
四
五
度
四
六
分
二
二
秒　
　

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヘ
点　

ホ
点
か
ら　

一
三
四
度
二
六
分
〇
二
秒　
　

九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ト
点　

ヘ
点
か
ら　

一
三
四
度
〇
一
分
二
九
秒　
　

七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

チ
点　

ト
点
か
ら　

一
三
五
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

リ
点　

チ
点
か
ら　

一
二
八
度
二
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヌ
点　

リ
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒　
　

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ル
点　

ヌ
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
三
八
秒　
　

四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヲ
点　

ル
点
か
ら　

一
〇
七
度
二
六
分
三
八
秒　
　

〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ワ
点　

ヲ
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
四
分
三
七
秒　
　

六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

カ
点　

ワ
点
か
ら　

一
二
一
度
三
七
分
四
六
秒　
　

八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヨ
点　

カ
点
か
ら　

一
二
〇
度
五
七
分
五
〇
秒　
　

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

タ
点　

ヨ
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
二
分
〇
八
秒　
　

七
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

レ
点　

タ
点
か
ら　

一
二
一
度
三
八
分
〇
五
秒　
　

七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ソ
点　

レ
点
か
ら　

一
二
〇
度
一
八
分
四
二
秒　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ツ
点　

ソ
点
か
ら　

一
一
四
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ネ
点　

ツ
点
か
ら　

一
四
九
度
一
八
分
〇
一
秒　
　

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ナ
点　

ネ
点
か
ら　

一
四
三
度
五
一
分
一
四
秒　
　

七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ラ
点　

ナ
点
か
ら　

一
四
一
度
一
六
分
〇
九
秒　
　

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ム
点　

ラ
点
か
ら　

一
三
八
度
二
二
分
〇
六
秒　
　

八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ウ
点　

ム
点
か
ら　

一
三
六
度
三
八
分
二
五
秒　
　

八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヰ
点　

ウ
点
か
ら　

一
四
四
度
二
〇
分
一
二
秒　
　

四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ノ
点　

ヰ
点
か
ら　

一
三
二
度
二
六
分
四
六
秒　
　

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

オ
点　

ノ
点
か
ら　
　

一
五
度
三
七
分
四
七
秒　
　

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ク
点　

オ
点
か
ら　
　

四
三
度
〇
一
分
三
八
秒　
　

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヤ
点　

ク
点
か
ら　

一
二
四
度
四
二
分
五
〇
秒　
　

〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

宮　　城　　県　　公　　報
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マ
点　

ヤ
点
か
ら　

一
四
四
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

二
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ケ
点　

マ
点
か
ら　

一
七
四
度
四
五
分
五
一
秒　
　

一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

フ
点　

ケ
点
か
ら　

一
八
三
度
二
二
分
四
八
秒　
　

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

コ
点　

フ
点
か
ら　

一
八
七
度
〇
五
分
一
〇
秒　
　

〇
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

エ
点　

コ
点
か
ら　

一
九
六
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

テ
点　

エ
点
か
ら　

二
四
〇
度
〇
〇
分
五
六
秒　
　

二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ア
点　

テ
点
か
ら　

三
三
六
度
〇
七
分
一
一
秒　
　

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

サ
点　

ア
点
か
ら　

三
二
〇
度
五
七
分
五
二
秒　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

キ
点　

サ
点
か
ら　

三
二
二
度
二
三
分
二
一
秒　
　

一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ユ
点　

キ
点
か
ら　

三
一
二
度
〇
九
分
五
七
秒　
　

〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

メ
点　

ユ
点
か
ら　

三
一
二
度
一
二
分
二
七
秒　

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ミ
点　

メ
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
三
分
二
九
秒　

二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

シ
点　

ミ
点
か
ら　
　

三
八
度
二
七
分
四
八
秒　
　

〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヱ
点　

シ
点
か
ら　

三
一
一
度
五
〇
分
二
八
秒　
　

五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヒ
点　

ヱ
点
か
ら　

二
五
二
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　

〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

モ
点　

ヒ
点
か
ら　

三
〇
四
度
二
九
分
三
四
秒　
　

八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

セ
点　

モ
点
か
ら　

三
〇
四
度
五
〇
分
二
五
秒　
　

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ス
点　

セ
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
〇
分
〇
七
秒　
　

二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ン
点　

ス
点
か
ら　

三
〇
二
度
三
九
分
二
五
秒　
　

四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イイ）
点　

ン
点
か
ら　

二
九
四
度
三
八
分
三
九
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イロ）
点　

（イイ）
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒　
　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イハ）
点　

（イロ）
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
二
五
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イニ）
点　

（イハ）
点
か
ら　

二
九
八
度
〇
八
分
〇
六
秒　
　

六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イホ）
点　

（イニ）
点
か
ら　

三
〇
九
度
三
四
分
五
七
秒　
　

一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヘ）
点　

（イホ）
点
か
ら　

二
八
五
度
三
四
分
二
〇
秒　
　

六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イト）
点　

（イヘ）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
二
一
秒　
　

二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イチ）
点　

（イト）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イリ）
点　

（イチ）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
二
八
秒　
　

四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヌ）
点　

（イリ）
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
三
六
秒　
　

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イル）
点　

（イヌ）
点
か
ら　

二
九
五
度
四
一
分
一
〇
秒　
　

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヲ）
点　

（イル）
点
か
ら　

二
九
六
度
〇
九
分
三
八
秒　
　

五
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イワ）
点　

（イヲ）
点
か
ら　

二
九
三
度
二
四
分
四
一
秒　
　

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イカ）
点　

（イワ）
点
か
ら　

二
九
九
度
〇
七
分
〇
九
秒　
　

五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イヨ）
点　

（イカ）
点
か
ら　

二
八
七
度
〇
七
分
一
二
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イタ）
点　

（イヨ）
点
か
ら　

二
九
五
度
五
七
分
五
一
秒　
　

一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

（イレ）
点　

（イタ）
点
か
ら　

二
九
五
度
五
八
分
一
四
秒　
　

五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

泫　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　

㈢　

面
積　

　
　
　
　

一
九
二
四
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

漁
業
施
設
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
緑
地

　

２　

名
称　

八
号
防
災
緑
地
二
号

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
蔵
王
町
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

佐　
　

野　
　

好　
　

昭　
　
　

　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

宮　　城　　県　　公　　報
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平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

佐

藤

敏

郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
後
原
二
六

番
地

理

事

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
西
部
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

鎌　

田　

寛　

一

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
旭
二
番
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

渡　

邊　
　
　

哲

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
新
町
二
番
二
番
地

四

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

佐　

藤　

永　

幸

加
美
郡
加
美
町
字
原
南
江
端
二
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

加　

藤　

賢　

治

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
町
百
四
十
番
地
二

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

天　

野　

勇
一
郎

加
美
郡
加
美
町
字
長
清
水
北
一
番
十
七
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

澁　

谷　

耕　

造

加
美
郡
加
美
町
字
下
野
目
清
水
田
北
十
四

番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

本　

多　

栄　

一

加
美
郡
加
美
町
沼
ヶ
袋
字
沢
目
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

渡　

部　

一　

雄

加
美
郡
加
美
町
字
新
小
路
百
七
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

三　

浦　

俊　

郎

加
美
郡
加
美
町
小
泉
字
北
要
害
二
十
七
番

地

監

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

高　

橋　

清　

治

加
美
郡
加
美
町
字
町
屋
敷
二
十
一
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

早　

坂　

一　

洋

加
美
郡
加
美
町
字
原
街
道
端
四
番
地
三

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

加　

藤　

孝　

志

加
美
郡
加
美
町
字
味
ヶ
袋
水
沢
百
十
一
番

地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

鎌　

田　

寛　

一

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
旭
二
番
十
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

本　

多　

栄　

一

加
美
郡
加
美
町
沼
ヶ
袋
字
沢
目
十
三
番
地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

今　

野　

德　

男

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
坂
下
三
番
六
十
六

番
地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

天　

野　

勇
一
郎

加
美
郡
加
美
町
字
長
清
水
北
一
番
十
七
番

地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

加　

藤　

賢　

治

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
町
百
四
十
番
地
二

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

渡　

部　

一　

雄

加
美
郡
加
美
町
字
新
小
路
百
七
十
一
番
地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

佐　

藤　

永　

幸

加
美
郡
加
美
町
字
原
南
江
端
二
十
三
番
地

理　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

吉　

岡　

隆　

生

加
美
郡
加
美
町
字
原
庄
右
衛
門
三
十
八
番

地

監　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

澁　

谷　

眞　

悦

加
美
郡
加
美
町
字
芋
沢
植
村
二
番
地

監　

事

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三　

浦　

俊　

郎

加
美
郡
加
美
町
小
泉
字
北
要
害
二
十
七
番

地

監　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

菅

原

勘

一

大
崎
市
古
川
字
竹
ノ
内
二
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

佐
々
木　

良　

弘

大
崎
市
古
川
西
荒
井
字
上
田
三
百
五
十
七

番
地
一

理

事

宮　　城　　県　　公　　報
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平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

木

村

俊

吉

大
崎
市
岩
出
山
字
松
沢
百
五
十
八
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青

沼

信

次

大
崎
市
古
川
師
山
字
八
幡
五
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

大

山　
　
　

久

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
堂
ノ
口
七
十
九

番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

高

橋

生

喜

大
崎
市
古
川
深
沼
字
堤
下
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

結

城

猛

夫

大
崎
市
古
川
飯
川
字
十
文
字
三
百
四
十
番

地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

千

坂

一

郎

加
美
郡
加
美
町
平
柳
字
六
兵

二
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

高

橋

博

克

大
崎
市
古
川
清
水
字
成
田
宮
田
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

小

松

庸

一

大
崎
市
岩
出
山
字
上
川
原
町
百
二
十
八
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

佐
々
木　

和　

範

大
崎
市
岩
出
山
南
沢
字
滝
舘
四
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

高　

橋　
　
　

源

大
崎
市
岩
出
山
上
野
目
字
沢
口
七
十
四
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

佐
々
木　

琢　

磨

大
崎
市
古
川
大
崎
字
名
生
前
川
原
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

木

村

一

志

大
崎
市
古
川
耳
取
字
天
神
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

今

埜

辰

郎

大
崎
市
古
川
下
中
目
字
下
小
袋
十
七
番
地

一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

南

生

静

則

大
崎
市
古
川
米
袋
字
水
押
三
十
九
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青

沼

善

徳

大
崎
市
古
川
福
沼
二
丁
目
十
六
番
十
七
号

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

千

葉

良

博

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
沖
川
原
百
五
十

三
番
地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

菅

原

勘

一

大
崎
市
古
川
字
竹
ノ
内
二
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

佐
々
木　

良　

弘

大
崎
市
古
川
西
荒
井
字
上
田
三
百
五
十
七

番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

木

村

俊

吉

大
崎
市
岩
出
山
字
松
沢
百
五
十
八
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

福

原

淑

郎

大
崎
市
古
川
新
堀
字
高
谷
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

大

場

一

典

大
崎
市
古
川
大
崎
字
名
生
南
川
原
二
十
三

番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

大　

山　
　
　

久

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
堂
ノ
口
七
十
九

番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

高

橋

生

喜

大
崎
市
古
川
深
沼
字
堤
下
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

佐
々
木　

勝　

市

大
崎
市
古
川
下
中
目
字
古
河
九
十
六
番
地

一

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

結

城

猛

夫

大
崎
市
古
川
飯
川
字
十
文
字
三
百
四
十
番

地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青

沼

信

次

大
崎
市
古
川
師
山
字
八
幡
五
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

千

坂

一

郎

加
美
郡
加
美
町
平
柳
字
六
兵

二
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

高

橋

博

克

大
崎
市
古
川
清
水
字
成
田
宮
田
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

小

松

庸

一

大
崎
市
岩
出
山
字
上
川
原
町
百
二
十
八
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

佐
々
木　

和　

範

大
崎
市
岩
出
山
南
沢
字
滝
舘
四
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

高

橋　
　
　

源

大
崎
市
岩
出
山
上
野
目
字
沢
口
七
十
四
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

南

生

静

則

大
崎
市
古
川
米
袋
字
水
押
三
十
九
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

佐
々
木　

琢　

磨

大
崎
市
古
川
字
名
生
前
川
原
八
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青

沼

善

徳

大
崎
市
古
川
福
沼
二
丁
目
十
六
番
十
七
号

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
旧
迫
川
右
岸
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

宮　　城　　県　　公　　報
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就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
十
四
日

石

澤

健

一

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
長
根
三
十
四
番
地

一

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
十
四
日

伊

藤

英

雄

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
鹿
飼
道
下
四
十
番
地

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
真
坂
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

佐

藤

靖

秀

栗
原
市
一
迫
狐
崎
八
甫
十
六
番
地
二

理

事

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
南
矢
本
土
地
改
良

区
の
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

吉

田　

和

夫

石
巻
市
蛇
田
字
埣
寺
十
二
番
地

理

事

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

　

北
上
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

み
や
ぎ
ハ
イ
パ
ー
ウ
ェ
ブ
新
通
信
網
サ
ー
ビ
ス　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日

四 　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

東
北
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
通
信
株
式
会
社　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
七
番

一
号

五　

落
札
金
額　

三
億
三
千
九
百
五
十
二
万
五
千
五
百
一
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
含
む
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二  

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
大
塩
字
表
沢
十
番
十
一

　

東
松
島
市
矢
本
字
町
浦
三
十
番
地
三

 

織
谷　
　

攻　
　
　
　
　
　
　
　

織
谷　

一
美　
　
　
　
　
　
　
　

宮　　城　　県　　公　　報
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教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

宮
城
県
婦
人
会
館

二　

変
更
後
の
指
定
し
た
団
体
の
名
称

　
　

一
般
財
団
法
人
み
や
ぎ
婦
人
会
館

三　

変
更
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

庄　
　

子　
　

晃　
　

子　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日　

午
前
十
時

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
合
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
て
い
る
宮
城
県
労
働
委
員

会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

荒　
　

井　
　

純　
　

哉　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

 
（
平
成
25年
４
月
１
日
現
在
）
　

氏
　
　
名

現
　
　
　
　
　
職

主
　
要
　
経
　
歴

委
嘱
年
月
日

荒
井
純
哉
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

仙
台
高
等
裁
判
所
判
事

平
24．
４
．
１

坂
田
　
　
　
宏
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
助
教

授
平
24．
４
．
１

水
野
紀
子
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

長
平
25．
４
．
１

鈴
木
敏
明
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
24．
４
．
１

照
井
克
洋
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
護
士

平
24．
４
．
１

山
崎
　
　
　
透
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城
県
連

合
会
会
長

電
機
連
合
ト
ー
キ
ン
労
働
組
合

中
央
執
行
委
員
長

平
24．
４
．
１

米
澤
　
　
　
隆
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
宮
城
県
本
部
委

員
長

宮
城
県
東
北
電
力
関
連
産
業
労

働
組
合
総
連
合
会
長

平
24．
４
．
１

佐
藤
　
　
　
剛
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城
県
連

合
会
事
務
局
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城

県
連
合
会
副
事
務
局
長

平
24．
４
．
１

菅
原
　
　
　
厚
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
地
方
交
通
運
輸
産
業
労
働
組
合

協
議
会
事
務
局
長

宮
城
交
通
労
働
組
合
書
記
長

平
24．
４
．
１

布
　
間
　
き
み
よ
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

宮
城
県
労
働
組
合
総
連
合
常
任
幹
事
全
労
連
・
宮
城
一
般
労
働
組
合

副
執
行
委
員
長

平
24．
４
．
１
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正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
四
年
号
外
第
四
三
号
（
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段下

行七　

正

　
　

年　　
月　　

日

　
　
　
　
　
　
　

誤

平
成　　

年　　
月　　

日

今
野
敦
之
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
ユ
ー
メ
デ
ィ
ア
代
表
取
締

役
社
長

宮
城
県
印
刷
工
業
組
合
理
事
長

平
24．
４
．
１

岡
崎
智
政
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
三
陸
河
北
新
報
社
顧
問

株
式
会
社
三
陸
河
北
新
報
社
代

表
取
締
役
社
長

平
24．
４
．
１

丸
山
　
　
　
稔
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
株
式
会
社
人
財
部
部
長

東
北
電
力
株
式
会
社
岩
手
支
店

副
支
店
長

平
24．
４
．
１

大
内
栄
治
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

公
益
財
団
法
人
七
十
七
ビ
ジ
ネ
ス
振

興
財
団
業
務
執
行
理
事

株
式
会
社
七
十
七
銀
行
取
締
役

平
24．
４
．
１

伊
藤
吉
里
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
経
営
者
協
会

専
務
理
事

社
団
法
人
宮
城
県
経
営
者
協
会

事
務
局
長

平
24．
７
．
１

谷
関
邦
康
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
25．
４
．
１

石
神
敏
夫
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
兼

総
務
課
長

平
24．
４
．
１

鈴
木
英
人
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
参
事
兼

審
査
調
整
課
長

平
24．
４
．
１

宮　　城　　県　　公　　報


